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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年５月２２日 １８時３３分ごろ 

発生場所 備讃瀬戸北航路と水島航路との交差部  

 香川県坂出市所在の鍋島灯台から真方位２６４°１,９６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.８′ 東経１３３°４８.１′） 

事故調査の経過 平成２４年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 WESTWIND
ウエストウインド

 GRACE
グ レ ー ス

（フィリピン共和国籍）、７,４６３トン 

９１６０３８４（ＩＭＯ番号）、SAN AGUSTIN SHIPPING 

CORPORATION 

１１２.９５ｍ×１９.６０ｍ×１３.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、３,８８３kＷ、１９９７年９月５日 

Ｂ 貨物船 HAO
ハ オ

 FAN
ファン

 3（キリバス共和国籍）、２,４７９トン 

８６５１２０７（ＩＭＯ番号）、ZHEJIANG HAOFAN SHIPPING 

CO.LTD. 

９０.８０ｍ×１５.００ｍ×６.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、２００８年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ３３歳 

船長免状（フィリピン共和国発給） 

    免許年月日 ２００８年８月６日 

    交付年月日 ２０１１年１２月２２日 

          （２０１６年１２月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ（中華人民共和国籍） 男性 ４０歳 

免状不明 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部及び左舷中央部の外板に凹損 

Ｂ 右舷船首部外板及び右舷船橋ウイングに凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２８人（フィリピン共和国籍）が乗り組み、鋼

材約１,１９０ｔを積載し、船首約３.７ｍ、船尾約４.６ｍの喫水に

より、平成２４年５月２２日１７時３０分ごろ兵庫県東播磨港に向け

て水島港を出港した。 
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 船長Ａは、船橋で操船指揮を行い、一等航海士Ａを２号レーダー

に、三等航海士Ａを１号レーダーに、次席三等航海士Ａを機関操作

に、甲板手Ａを操舵に、見習い航海士Ａを見張りにそれぞれ就け、Ａ

船が水島航路を速力（対地速力、以下同じ。）約１０ノット（kn）で

南進中、１８時２７分ごろ見習い航海士Ａから備讃瀬戸北航路（以下

「北航路」という。）を西進するＢ船の報告を受け、レーダー画面及

び目視により、Ｂ船を左舷船首約３０°距離約１.７海里（Ｍ）に認

め、Ｂ船の方位が左方に変わるので、水島航路に入航する船舶である

と思った。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の船尾を約０.２Ｍの距離で通過すると思っ

ていたところ、１８時３１分ごろＢ船の方位変化がなくなり、Ｂ船と

の衝突の危険を感じ、汽笛による短音５回の吹鳴を２回行い、右舵一

杯とした。 

 Ａ船は、１８時３３分ごろ、鍋島灯台から２６４°（真方位、以下

同じ。）１,９６０ｍ付近において、左舷船首部とＢ船の右舷船首部と

が衝突した。 

 Ａ船は、Ｂ船と離れて安全な場所に移動したのち、海上保安部に事

故を報告した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１２人（ミャンマー連邦共和国籍１人、中華人

民共和国籍１１人）が乗り組み、スクラップ約２,１８２ｔを積載

し、船首約３.７ｍ、船尾約４.５ｍの喫水により、１７時４０分ごろ

大韓民国に向けて坂出市坂出港を出港した。 

 船長Ｂは、船橋で操船指揮を行い、一等航海士Ｂを見張りに、三等

航海士Ｂを機関操作に、甲板手Ｂを操舵にそれぞれ就け、Ｂ船が北航

路に入航して針路約２６５°速力約１１kn で航行中、１８時２７分ご

ろ、水島航路を南進するＡ船を右舷船首１.５Ｍ付近に認め、Ａ船の

針路が約１６０°であることを確認した。 

 船長Ｂは、１８時２９分ごろ船首方向にいくつかの漁網と２隻の漁

船を認めたので、それらを避けるために対地針路２９０°で航行し

た。 

 船長Ｂは、１８時３１分ごろＡ船を水島航路第６号灯浮標付近に認

め、Ａ船との距離が０.６Ｍとなった頃、右舷船尾約２０°及び正船

尾方向にいずれもＢ船よりも速い同航船（以下「Ｃ船」及び「Ｄ船」

という。）を認めていたので、Ａ船との衝突を回避するために右転又

は減速することもできなかったが、船首方の漁船を通過して左舷側に

航行水域が生じたので、左転して減速し、更に機関を停止して全速力

後進としたが、右舷船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、本事故後、機関を停止して損傷状況を確認し、海上保安部

の指示により、坂出港の検疫錨地に投錨した。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 拡大図、付図３ １８時３１分
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ごろのＡ船、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船の位置関係、付表１ Ａ船のＡＩ

Ｓ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表３ Ｃ船

のＡＩＳ記録（抜粋）、付表４ Ｄ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時、潮流 西流約０.９kn 

日没時刻：１９時０６分 

 その他の事項  Ａ船は、行先信号として第１代表旗及びＰ旗を連掲していた。 

 Ａ船は、ＡＩＳが海図台に設置されていた。 

 船長Ａは、航路内で停止すれば、圧流されて座礁及び衝突の危険が

あると感じていた。 

 Ｂ船は、北航路をこれに沿って航行するので、行先信号の掲揚が不

要であった。 

 本事故当時には、北航路及び水島航路の交差部に網を入れた漁船が

存在し、航行可能海域が狭められている状況であった。 

 ＡＩＳ情報によれば、Ａ船は、目的地が東播磨、Ｂ船は、目的地が

大韓民国光陽、Ｃ船は、４,０７７トンの旅客船であり、目的地が広

島、Ｄ船は、２,９１９トンの貨物船であり、目的地が中華人民共和

国上海であった。 

 本事故発生場所は、北航路と水島航路との交差部であり、北航路を

西進する船舶と水島航路を南進する船舶にとっては、坂出市与島によ

って見通しが悪くなっており、北航路を西進する船舶は、交差部付近

では北航路を西進する船舶と右転して水島航路を北進する船舶とに分

かれ、一方、水島航路を南進する船舶は、水島航路を南進して備讃瀬

戸南航路（以下「南航路」という。）に入る船舶と右転して北航路を

西進する船舶とに分かれ、交差部付近では見通しが悪い上に交通流が

交錯することから、航行する船舶にとって注意を要する所であった。 

 南航路及び北航路付近では、こませ網漁（２月～９月）とさわら流

し網漁（４月～７月、９月～１１月）による操業が行われていた。 

 海上交通安全法第１９条第１項（航路の交差部における航法）によ

れば、水島航路をこれに沿って航行している船舶（巨大船及び漁ろう

船等を除く。）は、備讃瀬戸北航路をこれに沿って西の方に航行して

いる他の船舶と衝突のおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避

けなければならない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、水島航路を南進中、船長Ａが、北航路を西進するＢ船を左

舷船首方に認めたものの、水島航路に入航するものと思い、針路及び
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速力を保持して航行したことから、Ｂ船との衝突の危険を感じて右舵

一杯としたが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、北航路を西進中、船長Ｂが、水島航路を南進するＡ船を右

舷船首方に認めたものの、Ａ船と約０.６Ｍに接近するまで針路及び

速力を保持して航行したことから、Ａ船との衝突を避けようとして左

転等を行ったが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が水島航路に沿って南進中、Ｂ船が北航路に沿って

西進中、船長Ａが、Ｂ船が水島航路に入航するものと思い、針路及び

速力を保持して航行し、また、船長ＢがＡ船と約０.６Ｍに接近する

まで針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・避航措置は、時間的、距離的に余裕を持って講じること。 

 ・航路をこれに沿って航行する船舶は旗りゅうにより、行先を表示

していないことに留意すること。 

 ・他船の行き先等を知るためにＡＩＳ情報を活用すること。 

 ・備讃瀬戸の各航路を通航する船舶は、備讃瀬戸海上交通センター

と連絡を密にすること。 

 ・汽笛を適切に使用すること。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図２ 拡大図 
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付図３ １８時３１分ごろのＡ船、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船の位置関係 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

(時：分：秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

18:26:04 34-24-04.1 133-47-39.0 153 157.0 9.8 

18:26:35 34-23-59.8 133-47-41.2 153 158.0 9.8 

18:27:04 34-23-54.8 133-47-43.4 153 160.0 9.8 

18:27:35 34-23-50.5 133-47-45.3 153 160.0 9.9 

18:28:05 34-23-45.4 133-47-47.6 152 159.0 10.0 

18:28:35 34-23-40.4 133-47-50.3 151 156.0 10.1 

18:29:04 34-23-36.1 133-47-52.8 151 154.0 10.3 

18:29:35 34-23-31.1 133-47-56.0 153 152.0 10.4 

18:30:04 34-23-26.5 133-47-58.7 155 154.0 10.9 

18:30:35 34-23-20.8 133-48-01.6 156 158.0 11.5 

18:30:55 34-23-17.8 133-48-02.9 158 160.0 11.8 

18:31:35 34-23-09.3 133-48-06.1 164 163.0 12.1 

18:32:04 34-23-03.6 133-48-07.6 169 168.0 12.3 

18:32:35 34-22-57.0 133-48-08.5 174 175.0 12.4 

18:33:02 34-22-52.0 133-48-08.8 191 176.0 12.2 

18:33:12 34-22-49.6 133-48-08.7 209 182.0 11.8 

18:33:23 34-22-48.3 133-48-08.0 217 196.0 11.0 

18:33:32 34-22-46.3 133-48-06.7 228 205.0 11.0 

18:33:43 34-22-45.0 133-48-05.8 241 213.0 10.9 

18:33:52 34-22-43.6 133-48-03.9 249 224.0 10.6 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

(時：分：秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

18:26:07 34-22-43.9 133-49-34.4 243 259.4 10.8 

18:26:37 34-22-42.9 133-49-27.6 243 261.2 10.9 

18:27:07 34-22-42.2 133-49-21.2 246 264.4 11.0 

18:27:37 34-22-41.8 133-49-14.3 250 267.4 11.0 

18:28:07 34-22-41.9 133-49-07.8 255 275.4 10.9 

18:28:38 34-22-42.7 133-49-01.0 260 279.3 10.8 

18:29:07 34-22-44.0 133-48-54.9 265 285.0 10.6 

18:29:28 34-22-45.0 133-48-51.0 267 291.5 10.4 

18:29:46 34-22-46.3 133-48-47.2 267 291.8 10.3 

18:30:07 34-22-47.7 133-48-43.4 267 294.2 10.2 

18:30:37 34-22-49.9 133-48-37.5 264 294.6 10.2 

18:31:16 34-22-52.2 133-48-30.1 255 289.7 10.2 

18:31:37 34-22-53.1 133-48-25.7 241 277.7 9.9 

18:32:07 34-22-52.7 133-48-20.3 229 253.8 9.1 

18:32:37 34-22-51.1 133-48-14.8 227 249.9 9.4 

18:33:07 34-22-49.4 133-48-10.0 212 242.7 8.0 

18:33:16 34-22-48.7 133-48-08.9 206 217.1 7.2 

18:33:27 34-22-47.5 133-48-08.2 200 204.9 6.9 

18:33:37 34-22-46.3 133-48-07.6 203 201.8 6.8 

18:33:46 34-22-45.3 133-48-07.2 206 200.0 6.8 

18:33:55 34-22-44.4 133-48-06.7 210 203.8 6.7 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

  



 

- 10 - 

付表３ Ｃ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

(時：分：秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

18:26:03 34-22-53.8 133-49-56.6 251 248.7 13.2 

18:26:33 34-22-51.4 133-49-49.1 252 248.6 13.6 

18:27:03 34-22-49.1 133-49-41.6 255 251.2 13.2 

18:27:33 34-22-47.3 133-49-34.1 260 255.6 12.8 

18:28:03 34-22-46.2 133-49-26.5 268 264.0 12.4 

18:28:33 34-22-45.8 133-49-18.9 273 268.9 12.8 

18:29:03 34-22-46.0 133-49-11.1 278 272.9 12.9 

18:29:32 34-22-46.8 133-49-04.1 285 283.2 11.6 

18:30:01 34-22-47.9 133-48-58.2 287 284.7 10.5 

18:30:03 34-22-48.1 133-48-57.2 287 283.0 10.3 

18:30:32 34-22-49.4 133-48-51.7 288 285.5 9.5 

18:31:01 34-22-50.6 133-48-46.3 288 286.9 9.0 

18:31:32 34-22-51.9 133-48-41.1 287 286.8 8.4 

18:32:02 34-22-53.1 133-48-36.5 289 288.3 7.6 

18:32:30 34-22-54.3 133-48-32.4 290 289.7 7.1 

18:33:00 34-22-55.5 133-48-28.4 289 289.0 6.8 

18:33:10 34-22-55.8 133-48-27.2 287 287.0 6.7 

18:33:19 34-22-56.0 133-48-26.2 286 285.9 6.5 

18:33:40 34-22-56.7 133-48-23.4 286 286.9 6.1 

18:33:49 34-22-56.9 133-48-22.4 286 285.8 5.8 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 
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付表４ Ｄ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

(時：分：秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

18:26:07 34-23-00.6 133-50-20.2 248 248.8 12.7 

18:26:37 34-22-58.5 133-50-13.2 249 249.5 12.8 

18:27:07 34-22-55.8 133-50-05.6 246 246.4 13.0 

18:27:37 34-22-53.4 133-49-58.6 246 246.6 13.3 

18:28:07 34-22-50.5 133-49-50.8 246 246.2 13.4 

18:28:35 34-22-48.0 133-49-43.9 246 246.2 13.6 

18:29:07 34-22-45.3 133-49-36.0 247 247.6 13.7 

18:29:34 34-22-43.4 133-49-28.6 254 254.2 13.8 

18:29:57 34-22-42.3 133-49-22.3 258 259.1 13.7 

18:30:07 34-22-42.1 133-49-19.6 268 262.3 13.6 

18:30:32 34-22-41.9 133-49-12.6 269 269.0 13.6 

18:31:07 34-22-42.3 133-49-03.0 273 273.9 13.5 

18:31:33 34-22-43.3 133-48-56.2 282 282.7 13.3 

18:32:05 34-22-45.7 133-48-47.9 289 290.3 13.0 

18:32:35 34-22-48.0 133-48-40.4 290 289.7 13.0 

18:33:05 34-22-50.1 133-48-33.2 289 289.9 13.0 

18:33:17 34-22-51.0 133-48-30.5 290 290.6 13.0 

18:33:27 34-22-51.9 133-48-27.8 290 290.3 13.0 

18:33:37 34-22-52.5 133-48-25.6 289 289.2 12.9 

18:33:56 34-22-53.8 133-48-20.7 287 287.7 12.7 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 


